
江 田 島 市 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 等 誘 致 促 進 事 業 補 助 金 交  

付 要 綱  

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 １ ４ 日  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 市 内 の 空 き 施 設 等 を 有 効 活 用 し て ， 市 の 産業

の 活 性 化 及 び 雇 用 機 会 の 拡 大 を 図 る た め ， 情 報 サ ー ビ ス 業 等 の サ

テ ラ イ ト オ フ ィ ス 等 を 開 設 す る 者 に 対 し ， 江 田 島 市 サ テ ラ イ トオ

フ ィ ス 等 誘 致 促 進 事 業 補 助 金（ 以 下「 補 助金 」と い う 。）を交 付 す

る こ と に つ い て ， 江 田 島 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 １ ６ 年 江 田島

市 規 則 第 ５ ０ 号 。以 下「 規 則 」と い う 。）に 定 め る も の の ほ か ，必

要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。   

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ， 次 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ， 当 該 各 号に

定 め る と こ ろ に よ る 。  

(１ ) サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス  通 信 回 線 の 活 用 に よ り 本 社 と 同 等の

業 務 が 実 施 可 能 で ， 当 該 本社 の 遠 隔 地 に 置 か れ る 事 務 所 又 は

支 店 等 の 事 業 所 を い う 。  

（ ２ ）  通 信 回 線  サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 等 に お い て ， 業 務 を 行 うた

め に 使 用 す る 通 信 回 線 を い う 。  

（ ３ ）  新 規 雇 用 常 用 労 働 者  こ の 要 綱 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 受け

る 事 業（ 以下「 補 助 対 象 事 業」と い う 。）の 実施 に 伴 っ て サ テ

ラ イ ト オ フ ィ ス 等 に 新 た に 採 用 さ れ ， 継 続 し て 常 時 雇 用 され

る 労 働 者 等 （ 補 助 対 象 事 業 を 行 う 者 の 従 業 員 等 で あ っ て ，補

助 対 象 事 業 の 実 施 に 伴 っ て 市 外 か ら 新 た に 転 入 す る 者 を 含

む 。） を い う 。  

(４ ) 空 き 家  建 築 物 又 は こ れ に 付 随 す る 工 作 物 で あ っ て ，居住

そ の 他 の 使 用 が な さ れ て い な い こ と が 常 態 で あ る も の 及 び

そ の 敷 地 を い う 。  



（ ５ ）  空 き 公 共 施 設  国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 所 有 し ， 全 部 又 は一

部 の 使 用 が な さ れ て い な い こ と が 常 態 で あ る も の 及 び そ の敷

地 を い う 。  

（ ６ ）  空 き 店 舗  建 築 物 又 は こ れ に 付 随 す る 工 作 物 で ， 過 去 に店

舗 又 は 事 務 所 の 形 態 を と っ て お り ， 全 部 又は 一 部 の 使 用 が な

さ れ て い な い こ と が 常 態 で あ る も の 及 び そ の 敷 地 を い う 。  

（ 補 助 対 象 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 業 種 は ，次 に 掲 げ る も の と す る。 

（ １ ）  製 造 業 の 中 で ， 主 と し て 研 究 開 発 を 行 う 者 又 は そ の 部 署  

（ ２ ）  情 報 サ ー ビ ス 業  

（ ３ ）  イ ン タ ー ネ ッ ト 付 随 サ ー ビ ス 業  

（ ４ ）  映 像 ・ 音 声 ・ 文 字 情 報 制 作 業 （ 専 ら 情 報 通 信 技 術 を 利 用し

て 業 務 を 行 う も の に 限 る 。）  

（ ５ ）  学 術 ・ 開 発 研 究 機 関  

（ ６ ）  広 告 業 （ 専 ら 情 報 通 信 技 術 を 利 用 し て 業 務 を 行 う も の に限

る 。）  

（ ７ ）  デ ザ イ ン 業 （ 専 ら 情 報 通 信 技 術 を 利 用 し て 業 務 を 行 う もの

に 限 る 。）  

（ ８ ）  コ ー ル セ ン タ ー 業  

（ ９ ）  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 市 長 が 特 に 認 め る も の  

２  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者（ 以 下「 補 助 対 象 者 」と い う 。）は ，

次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 者 と す る 。  

(１ ) 新 た に 前 項 の 事 業 を 行 う た め ，市 内に サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス

等 を 開 設 す る 者  

(２ ) サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 等 の 開 設 に 伴 い，新 規 雇 用 常 用 労 働 者

を １ 人 以 上 雇 用 す る 者  

(３ ) サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 等 の 開 設 後 ３ 年 以 上 は ， 事 業 が ， 継続

さ れ る こ と 。  

(４ ) サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 等 に は ， 常 時 勤 務 す る 者 が ， 配 置 され

る こ と 。  



３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は ，対

象 と し な い 。  

(１ ) 江 田 島 市 に 納 め る べ き 税 金 を 滞 納 し て い る 場 合  

(２ ) 貸 金 業 （ 貸 金 業 法 （ 昭 和 ５ ８ 年 法 律 第 ３ ２ 号 ） 第 ２ 条 第 １

項 に 規 定 す る 貸 金 業 を い う 。） を 行 う 場 合  

(３ ) 商 品 先 物 取 引 に 関 す る 事 業 を 行 う 場 合  

(４ ) 連 鎖 販 売 取 引 （ 特 定 商 取 引 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ５ １ 年 法律

第 ５ ７ 号 ）第 ３ ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 連 鎖 販 売 取 引 を い う 。），

訪 問 販 売 （ 同 法 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 訪 問 販 売 を い う 。），

電 話 勧 誘 販 売（ 同 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 電 話 勧 誘 販 売 を い う 。）

そ の 他 こ れ ら に 類 す る 方 法 に よ り 物 品 の 販 売， 役 務 の 提 供 そ

の 他 の 行 為 を 行 う 場 合  

(５ ) 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭和

２ ３ 年 法 律 第 １ ２ ２ 号 ） の適 用 を 受 け る 事 業 又 は 公 序 良 俗 に

反 す る 事 業 を 行 う 場 合  

(６ )  サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 等 の 設 置 者 及 び サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス  

等 に 勤 務 す る 者 が ， 暴 力 団員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関

す る 法 律 （ 平成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る

暴 力 団 又 は そ の 構 成 員 に 該 当 す る 場 合  

（ 補 助 対 象 者 の 指 定 申 請 等 ）  

第 ４ 条  補 助 対 象 者 に な ろ う と す る 者 は ， 市 長 の 指 定 を 受 け な けれ

ば な ら な い 。  

２  前 項 の 指 定 の 申 請 は ， サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 等 を 開 設 す る た めの

行 為 に 着 手 し よ う と す る 日 の ３ ０ 日 前 ま で に ， 指 定 申 請 書 （ 様 式

第 １ 号 ）に必 要 な 書 類 を 添 え て，市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 事 業 計 画 書  

(２ ) 補 助 対 象 経 費 に 関 す る 明 細 書  

(３ ) 労 働 者 の 雇 入 れ に 関 す る 計 画 書  

(４ ) 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書  

（ ５ ）  定 款 又 は 寄 附 行 為  



（ ６ ）  市 税 の 滞 納 が な い こ と を 証 す る 書 類  

（ ７ ）  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

３  市 長 は ， 前 条 に 規 定 す る 申 請 書 を 受 理 し た と き は ， こ れ を 審 査

し ， 基 準 に 適 合 し 指 定 す る こ と が 適 当 で あ る と 決 定 し た と き は ，

指 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 申 請 者 へ 通 知 す る 。  

（ 補 助 対 象 経 費 等 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 対 象 と な る 経 費 は ， 指 定 に 係 る サ テ ラ イ ト オ フィ

ス 等 に お け る 次 に 掲 げ る 経 費（ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 除 く 。）の

う ち ， 市 長 が 適 当 と 認 め る も の と す る 。  

(１ ) サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 等 の 開 設 に 必 要 な 空 き 家 ， 空 き 公 共施

設 ， 空 き 店 舗 等 の 改 修 に 要 す る 経 費  

(２ ) サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 等 の 情 報 通 信 シ ス テ ム の 導 入 に 要 する

経 費  

(３ ) サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 等 の 開 設 に 必 要 な 備 品 及 び 機 器 設 備等

の 購 入 に 要 す る 経 費  

(４ ) サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 等 の 用 に 供 す る た め ， 市 内 の 空 き 家，

空 き 公 共 施 設， 空 き 店 舗 等 と 賃 貸 借 契 約 を 結 ん だ 場 合 の 賃 借

料 （ 敷 金 ， 礼 金 ， 共 益 費 等 は 除 く 。）  

(５ ) 新 規 雇 用 常 用 労 働 者 の 住 居 と し て ， 市 内 の ア パ ー ト 等 と賃

貸 借 契 約 を 結 ん だ 場 合 の 賃 借 料 （ 敷 金 ， 礼 金， 共 益 費 等 は 除

く 。）  

(６ ) サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 等 に お け る 業 務 に 必 要 な 車 両 の リ ース   

料  

(７ ) サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 等 に お け る 通 信 回 線 使 用 料  

２  前 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 に 掲 げ る 経 費 に 対 す る 補 助 金 は ， サ テラ

イ ト オ フ ィ ス 等 に お い て 事 業 を 開 始 し た 後 に ，１ 回 限 り 交 付 す る。 

３  第 １ 項 第 ４ 号 か ら 第 ７ 号 に 掲 げ る 経 費 に 対 す る 補 助 金 の 交 付対

象 期 間 は ， サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 等 に お い て 事 業 を 開 始 し た 日 が属

す る 月 の 翌 月 か ら 起 算 し て ３ ６ か 月 間 で ， 対 象 経 費 は そ の 支 払額

と す る 。  



（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 額 は ， 前 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 係 る 経 費の

合 計 額（ 以 下「 改 修 費 等 」と い う 。）の ２ 分 の １ 以 内 ，第 ３ 号 に係

る 経 費（ 以 下「 備 品 等 購 入 費 」と い う 。）の ２ 分 の １ 以 内 ，第 ４号

か ら 第 ７ 号 ま で に 係 る 経 費 の 合 計 額 （ 以 下 「 賃 借 料 等 」 と い う 。）

の ２ 分 の １ 以 内 と し ，そ の 算 定 額 に １ ,０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が 生じ

た 場 合 は ， こ れ を 切 り 捨 て た 額 と す る 。  

２  補 助 金 の 上 限 額 は ， 改 修 費 等 に 対 す る 補 助 金 は ２ ０ ０ 万 円 ，備

品 等 購 入 費 に 対 す る 補 助 金 は １ ０ ０ 万 円 ， 賃 借 料 等 に 対 す る 補助

金 は 各 年 度 １ ０ ０ 万 円 と す る 。  

（ 交 付 申 請 ）  

第 ７ 条  補 助 対 象 者 が 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は ， 補助

金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に ， 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て ， 市長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 事 業 実 績 書  

(２ ) 新 規 雇 用 常 用 労 働 者 の 雇 用 を 確 認 で き る 書 類 及 び サ テ ライ

ト オ フ ィ ス 等 で 事 業 を 実 施 す る た め に 従 業 員 が 新 た に 市 内

へ 転 入 し た 場 合 は ， そ の 転 入 が 確 認 で き る 書 類  

(３ ) 補 助 金 を 受 け よ う と す る 経 費 の 実 施 状 況 や 契 約 状 況 等 が確

認 で き る も の （ 写 真 等 ）  

(４ ) 補 助 金 に 係 る 経 費 の 支 出 に 関 す る 証 拠 書 類 の 写 し  

(５ ) 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書  

(６ ) 市 税 の 滞 納 が な い こ と を 証 明 す る 書 類  

(７ ) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  前 項 の 規 定 に よ る 申 請 は ， 原 則 と し て 補 助 金 の 交 付 を 受 け よう

と す る 年 度 ご と に 行 う こ と と し，市 長 が 指 定 す る 期 日 ま で に 市 長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 交 付 決 定 ）  

第 ８ 条  市 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ る 交 付 申 請 が あ っ た 場 合 は ， その

内 容 を 審 査 し ， 適 当 と 認 め る と き は ， 補 助 金 の 額 を 決 定 し ， 申請



者 に 対 し ， 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 通 知 する

も の と す る 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を す る 場 合 に は ， 申 請 者 に 対し

次 の 条 件 を 付 す る こ と が で き る も の と す る 。  

(１ ) 次 の ア か ら ウ ま で の い ず れ か に 該 当 す る と き は ，あ ら かじ

め 市 長 の 承 認 を 受 け る こ と 。  

  ア  補 助 金 の 交 付 決 定 し た 額 に 変 更 が 生 じ る 場 合  

  イ  補 助 対 象 事 業 を 中 止 し ， 又 は 廃 止 し よ う と す る 場 合  

  ウ  補 助 対 象 事 業 の 完 了 前 に 廃 業 す る 場 合  

(２ ) 補 助 対 象 経 費 の 収 支 を 明 ら か に し た 書 類 ，帳 簿 等 を 整 理 し ，

補 助 事 業 完 了 後 ５ 年 間 保 管 し ，市 長 か ら 請 求 が あ っ た と き は ，

速 や か に 提 出 す る こ と 。  

(３ ) 市 か ら 同 一 事 業 に 対 す る 補 助 金 以 外 の 助 成 を 受 け て い ない

こ と 及 び 過 去 に こ の 要 綱 の 規 定 に 基 づ き 補 助 金 の 交 付 を 受

け た こ と が な い こ と 。  

３  申 請 者 は ， 事 業 内 容 を 変 更 す る と き は ， 補 助 金 変 更 承 認 申 請書

（ 様 式 第 ５ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 軽微

な 変 更 を 除 く 。  

４  市 長 は ， 前 項 の 補 助 金 変 更 承 認 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は，

内 容 を 審 査 し ， 適 当 と 認 め る と き は ， 補 助 金 変 更 交 付 決 定 通 知書

（ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り ， 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。 た だ し，

補 助 金 の 額 に つ い て は ， 第 1 項 に よ り 決 定 し た 補 助 金 の 額 を 超え

な い も の と す る 。  

（ 交 付 請 求 ）  

第 ９ 条  申 請 者 は ， 前 条 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 場 合 は ， 速 やか

に 補 助 金 交 付 請 求 書（ 様 式 第 ７ 号 ）を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

 （ 財 産 の 管 理 及 び 処 分 ）  

第 １ ０ 条  申 請 者 は ， 補 助 対 象 事 業 に よ り 取 得 し ， 又 は 効 用 の 増加

し た 機 器 設 備 等（ 以 下「 財 産 」と い う 。）に つ い て は ，補 助 対 象事

業 が 完 了 し た 後 も 適 正 に 管 理 す る と と も に ， そ の 効 率 的 な 運 用を



図 ら な け れ ば な ら な い 。  

２  申 請 者 は ， 補 助 対 象 事 業 の 完 了 し た 日 の 属 す る 会 計 年 度 の 終了

後 ５ 年 間 は 財 産 を 処 分 し て は な ら な い 。  

（ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ １ 条  市 長 は ， 申 請 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は ， 補助

金 の 交 付 の 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 し ， 既 に 交 付 し た 補 助金

の 全 部 又 は 一 部 を 返 還 さ せ る こ と が で き る 。  

(１ ) こ の 要 綱 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

 (２ ) 補 助 対 象 事 業 の 実 施 に つ い て ， 不 正 の 行 為 が 認 め ら れ ると

き 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ２ 条  江 田 島 市 企 業 立 地 奨 励 条 例 （ 平 成 １ ６ 年 江 田 島 市 条 例第

１ ４ ９ 号 。以 下「 条 例 」と い う 。）に よ り ，補 助 金 の 交 付 を 受 ける

事 業 に つ い て は ， こ の 要 綱 の 規 定 は 適 用 し な い 。  

２  条 例 の ほ か ， 補 助 対 象 者 に 対 す る 国 ， 県 又 は 市 の 制 度 に 基 づく

措 置 と こ の 要 綱 に 基 づ く 助 成 措 置 と が 重 複 し て 適 用 さ れ る 場 合に

お け る こ の 要 綱 の 適 用 に つ い て は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

第 １ ３ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 補 助 金 の 交 付 に 関 し 必要

な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 １ ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


